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令和４年度第３回袖ケ浦市文化財審議会 

 

１ 開催日   令和４年１１月２４日（木） １３：３０～１５：００ 

 

２ 開催場所  袖ケ浦市郷土博物館研修室 

 

３ 出席委員 

会 長 山田 常雄 委 員 笹生 衛 

副会長 成田 篤彦 委 員 濱名 徳順 

委 員 髙橋 克   

 

（欠席委員） 

委 員 日塔 和彦 委 員 梶原 正方 

 

４ 出席職員 

教育部長 小阪 潤一郎 副主査 石井 祐樹 

生涯学習課長 高浦 正充 学芸員 鎌田 望里 

主 幹 能城 秀喜 班 長 田中 大介 

 

５ 傍聴定員と傍聴人数 

傍聴定員 ５人 

傍聴人数 ０人 

 

６ 議題 

（１）飽富神社唯一社頭年中行事について 

（２）光福寺の仏像について 

（３）指定文化財案内板の設置について 

(４) その他 

 

７ 報告 

  (１) 指定文化財の修理等について 

  (２) 安藤家住宅主屋・土蔵・稲荷社の国登録文化財への登録について 

  (３) その他 
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８ 議事等 

議題（1）飽富神社唯一社頭年中行事 

 事 務 局：資料に沿って説明 

髙橋委員：資料１－１P13の 35丁裏に「以上」と記載があり、この前後で「二十」の書

き方が全く違うなど筆が変わっていることは明らかである。また、「以上」

以降は資料１－２の表面下側から裏面にかけての新しい年代のことが記載

されているので追加されたものと考えられる。そのため、喬栄が従五位下に

叙されてから亡くなるまでの間に書かれたものと推定される。  

笹生委員：喬栄が常陸介に任官されたことと、霊人号の許可が下りた時期が一致してく

るのではないか。髙橋委員が説明されたように、年中行事は喬栄没年以前に

喬栄によって書かれ、「以上」以降は次の代に書かれ全体として装丁しなお

したと考えると年代的にもあってくるのではないか。成立年代は 18 世紀後

半頃とすれば間違いないのではないか。指定にあたっては、１つの行事とい

うより、江戸時代からの素性がわかっている飽富神社の年中行事としてとら

え、一部抜けはあるが、現在でも行事が行われていることが重要である。そ

の裏付け資料としてこの古文書があり、さらに吉田神道と関りという歴史的

背景がある。全国的にも珍しい指定の仕方であり、袖ケ浦の文化財のアピー

ルポイントになるのではないか。現在の民俗行事の研究にとっても非常に興

味深い内容である。  

山田会長：指定のタイトルとしてはどのようにしたらよいか。 

笹生委員：「飽富神社年中行事と関連文書」や 「飽富神社年中行事と飽富神社唯一社

頭年中行事」という形で、年中行事と文書をセットで考えたらどうか。個別

の行事ではなく年中行事全体として指定し、その裏付けとして 18 世紀後半

の古文書で年中行事として行われたことがわかる。 

髙橋委員：行事全体を指定してしまうと、今残っている行事全てを残していかないとい

けないというプレッシャーを飽富神社に与えてしまうことにならないか。な

くなってしまったものは、いつなくなったかを記録できればよいのか。ただ

し、指定すると現状変更の届出が必要になってくる。 

笹生委員：単発の行事の方が管理しやすい。行事全体を指定するには、指定する側とさ

れる側にそれだけの覚悟が必要となってくる。指定される側が維持できるか

というところが問題となってくる。民俗行事を指定することはその行事を残

していくということになるが、実際に行事を維持できなくなってくるという

現状を考えると、民俗行事は維持していくものなのか記録選択という形で記

録にとどめていくものなのか、今後民俗行事を文化財としてどのように取り

扱っていくかという問題とも直結する。 

髙橋委員：神社と結びついているから難しい。 

笹生委員：明治以降、神社の祭典自体は画一化されている。その前後の準備や直会等に

独自性がある。民俗行事のどの部分を保存していかなければならないという

ことを議論する必要がある。 

山田会長：民俗行事自体にランク付けをするか。 

笹生委員：それは難しい。民俗行事と古文書を合わせて指定することが難しいならば、

今は古文書だけを指定するか、民俗行事の裏付けをとれる文書群として指定

するということも手かと思われる。 
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濱名委員：まずは古文書を指定することが第一ではないか。民俗行事については徐々に

進めていく方がよい。 

髙橋委員：古文書単体で指定したほうが指定しやすいこともあるが、この古文書自体の

価値が見直されることになる。また、現在行われている年中行事の重要性を

証明するために古文書を活用することができるようになる。 

笹生委員：飽富神社で実際に行事を行っている方や市民に古文書に裏付けされた行事が

現在も行われていることを知ってもらうことになる。 

山田会長：第一に古文書を指定し、その後年中行事の追加または別個のものとして指定

する方向で進めてもらいたい。 

 

 

議題（２）光福寺の仏像について 

事 務 局：資料に沿って説明 

濱名委員：千手観音菩薩立像（光福01）については、平安後期に当地で制作されたもの 

と考えられる。この時期の下総と上総の仏像はかなり異なる。下総は洗練さ 

れたものが多い一方、上総は地方色が豊かでひなびたところがある。また、 

数量的には上総の方が多く規模も大きい。上総には上総らしい仏像世界があ 

ることは研究者間でも認められており、その中心には上総氏の存在があった 

と考えられている。千手観音菩薩立像も上総的な仏像の典型と思われるが、

残念ながら、後世の手が加えられており、別の仏像になってしまっている。

しかし、上総氏の勢力は中世の早い時期に衰えてしまうが、仏像は残されて

おり、江戸時代になると先祖伝来の仏像として祀られているということを表

していると考えられる。県内の平安期の千手観音像については、最近確認さ

れた仏像以外は指定されており、この仏像についてもそれらの仏像に引けを

取らない、上総の平安後期の文化を伝える貴重な資料であることから指定に

値するものと考えられる。 

妙見菩薩立像については、年代観については人によって異なるかもしれない

が、南北朝くらいに遡ると考えられる。先ほど上総氏が中世の早い時期に衰

えると話をしたが、現在の茂原市と長南町の境付近の墨田を本貫とした残党

の末裔が鎌倉時代後期から末にかけて畔蒜荘に進出し、その結果袖ケ浦市に

妙見信仰の痕跡が多く残されている。上総において、上総氏の残党が千葉化

して生き延びたところに妙見信仰が多く残されている。袖ケ浦市はその典型

例である。この妙見菩薩立像は千葉化した上総氏が残したものと考えられる。 

妙見菩薩立像（光福03）については、状態が良くなく作風も若干劣ることか

ら指定にはふさわしくないと考えたところである。 

山田会長：２つの妙見菩薩立像には関連性がないのか。 

濱名委員：あると思われる。場合によると片方の仏像がお前立の可能性もある。しかし、

記録を見ると、光福寺の下寺として妙見寺というお寺が存在し、また、光福

寺内にも妙見宮が存在したとのことである。大きい方（光福02）が妙見寺の

本尊で、小さい方（光福03）が妙見宮に祀られていた可能性もある。光福寺

を中心とした一体に、濃厚に妙見信仰があったことは疑いないと考えられる。 
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笹生委員：平安仏となると、県内でも数少なく、ほぼ県指定レベルではないか。ついて

は、このような新しい発見があるということを県に伝えてもよいのではないか。 

 山田会長：県の文化財課に連絡をしてもらいたい。 

 笹生委員：妙見菩薩立像は貴重な品だと感じた。また、袖ケ浦市内に妙見信仰が多く認

められるとのことであったが、横田地区にも覚園寺の仏像胎内から発見された

帳簿に妙見堂の記述があり、また、現在の地名にも残されており、確実に室町

中期以前にはあることは間違いない。これまで袖ケ浦市の妙見信仰が文献から

指摘されてきたが、それを裏付けるモノとして重要であり、市の指定とするこ

とには意味がある。 

 濱名委員：袖ケ浦市史をもとに資料２Ｐ20の妙見信仰関係社寺一覧を作成したが、継続

調査により、袖ケ浦市の妙見信仰がある程度明らかになる気がする。上総氏

は名前に「胤」をつけ、妙見社を祀ることによって千葉化し生き延びてきた。 

 山田会長：上総氏の話から歴史的な背景を含めて説明してもらったが、本件の01と02に

ついては指定に向けて準備を進めてほしい。 

 

議題（３）指定文化財案内板の設置について 

事 務 局：資料３に沿って説明 

 濱名委員：３行目の寛永年間のカッコ内だけに「年」が残っているので、とったほうが

よい。  

 笹生委員：基本的には、元号年（西暦（年なし））という表記になると思う。寛永年間

という表記の場合は統一感が取れなくなる。単色写真の方は「年」が二重で

入っている。 

 事 務 局：こちらは本文の表記に合わせる。 

 笹生委員：年が２つあるのは煩雑である。 

 濱名委員：美術史は、元号年（西暦（年なし））の表記であるが、国史大辞典に倣うよ

うにいわれている。 

 山田会長：以前の表記を確認して合わせてほしい。 

  

 

報告（１）指定文化財の修理等について  

事 務 局：資料沿って説明 

 山田会長：諏訪神社の修理は誰が行っているのか。 

 事 務 局：地元の大工である。本殿周囲の覆屋の工事のみである。 

 山田会長：修理費用は県が負担しているのか。 

 事 務 局：市が半額補助している保険で賄えている。  

 山田会長：小高神社はどうなっているのか。 

 事 務 局：犯人は見つかっていない。保険で修理する予定である。拝殿については地元

で修理している。 

 髙橋委員：防犯対策はどうしているのか。 

 事 務 局：見回り等防犯対策を強化するよう通知を出した。 
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 濱名委員：文化財の保険に入るにあたって市が補助金を出しているのか。 

 事 務 局：毎年保険料の半額を補助している。 

 

 

報告（２）安藤家住宅主屋・土蔵・稲荷社の国登録文化財への登録について 

事 務 局：資料沿って説明 

山田会長：登録件数は何件になるのか。 

事 務 局：件数だと２件である。 

高橋委員：稲荷社の土台の修繕等は行うのか。  

事 務 局：おそらく修繕しないと思われる。  

 

報告(３) その他 

事 務 局：今後の日程について説明 

笹生委員：３月２日は入試と重なっているので、出席できない場合もある。 

 

 

会議終了後、山野貝塚発掘調査の現地視察を実施 

 

以上 



令和４年度 第３回袖ケ浦市文化財審議会 

会議次第 

 

日 時  令和４年１１月２４日(木) 

場 所  郷土博物館研修室 

 

１ 開会のことば 

 

２ 会長あいさつ 

 

３ 教育長あいさつ 

 

４ 議題 

 （１）飽富神社唯一社頭年中行事について 

（２）光福寺の仏像について 

（３）指定文化財案内板の設置について 

（４）その他 

 

５ 報告 

 （１）指定文化財修理等の状況について 

 （２）安藤家住宅主屋・土蔵・稲荷社の国登録文化財への登録について 

（３）その他 

 

６ 閉会のことば 

 

７ 現地視察  

  山野貝塚第 10次調査 
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目  次 

 

１ 議題 

（１）飽富神社唯一社頭年中行事について・・・・・・・・・・・ Ｐ１ 

（２）光福寺の仏像について・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ１ 

（３）指定文化財案内板の設置について・・・・・・・・・・・・ Ｐ１ 

 

２ 報告 

（１）指定文化財修理等の状況について・・・・・・・・・・・・  Ｐ２ 
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３ 現地視察  
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別添資料 

 

資料１－１ 唯一社頭年中行事写真（抜粋） 

資料１－２ 深河喬栄関係年表 

資料１－３ 飽富神社年中行事概略 

資料２   光福寺仏像調査調書 

資料３   松見寺虚無僧墓碑（修正案） 

資料４   安藤家住宅主屋・土蔵・稲荷社の国登録文化財官報告示 

資料５   山野貝塚調査箇所 
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議題（１）飽富神社唯一社頭年中行事について 

 第２回書面会議において、飽富神社『唯一社頭年中行事』の作成年代につい

ては、「喬栄が従五位下に叙された明和 7年から没した享和元年の間に絞られ

るのではないだろうか」との意見をいただきました（資料１-１、２）。 

これまで天明年間とされてきた根拠が特に認められないことから、作成年代

についてはもう少し幅を持たせて、１８世紀後半としたいが、それについて意

見を伺います。 

また、第２回書面会議及び以前の会議において、『唯一社頭年中行事』単独

ではなく飽富神社の年中行事と組み合わせた指定について意見をいただきまし

た。 

これまで、『唯一社頭年中行事』に記載された行事のうち、現在も行われて

いる行事と行われていない行事を分別し（資料１-３）、現在も行われている

「御田植の神事」の調査を実施しましたが、今後の指定に向けて、他の神事に

ついても調査したほうがよいのか、またはこの段階で指定に向けて進んでよい

のか意見を伺うものです。 

 

 

 

 

 

議題（２）光福寺の仏像について 

 7月２０日に濱名委員により調査された光福寺の仏像について、第２回書面

会議において、調査調書を報告しました。 

 ３体のうち２体については指定に相当するとの意見をいただいておりますの

で、内容について説明し、今後の指定に向けて意見を伺うものです（資料

２）。 

 

 

 

 

 

議題（３）指定文化財案内板の設置について（松見寺虚無僧墓碑） 

第２回書面会議でいただいた意見に基づいて板面案を修正し、再度提示しま

すので、意見を伺うものです（資料３）。 
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報告（１）指定文化財修理等の状況について 

 飽富神社東照宮 

 令和元年台風により被害を受けた市指定文化財飽富神社東照宮について、令

和４年秋ごろから修理を実施する予定でしたが、施工業者の都合上、来年度

早々から修理に着手することになりました。 

 

 小高神社本殿 

 第２回書面会議でご報告しました、銅板屋根の剥ぎ取り被害を受けた小高神

社本殿について、平成２４年度に解体修理工事を行った岩瀬建築有限会社から

見積りを徴取し、保険会社とやり取りをし、修理に向けて準備を進めていると

ころです。 

 

 諏訪神社本殿 

 指定文化財の本殿を覆う覆屋が痛んできたことから、９月から修理を実施中

です。指定文化財である本殿に影響を与えないように工事してもらうよう依頼

しています。 

 

 

 

 

 

報告（２）安藤家住宅主屋・土蔵・稲荷社の国登録文化財への登録について 

 令和４年７月 22日に、国の文化審議会により文部科学大臣に登録有形文化

財の登録について答申がされた安藤家住宅主屋・土蔵・稲荷社について、10月

31日の官報告示により正式に文化財登録原簿へ登録されました（資料４）。 
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現地視察 山野貝塚第 10次調査（資料５） 

史跡整備に必要な情報を得るため、令和２年度から継続的に発掘調査を実施

しており、今回の調査は３年目の調査で、調査最終年度となります。 

令和２年度の調査では、集落の外側に展開する貝層と中央窪地を直線的に結

ぶトレンチを３箇所設定し、貝層の堆積状況の把握と中央窪地の土層堆積状況

を確認しました（40、41、42Ｔ）。 

令和３年度の調査では、令和２年度に設定したトレンチの延長部分の調査を

実施し、集落の外側から内側に向かい検出遺構や出土遺物が新しくなるとい

う、集落の変遷を把握できました（40～43Ｔ）。 

また、窪地の形成要因を探るため、貝層を形成する高まり部分と、中央窪地

の一部において下層調査を実施し、土層堆積を比較しました。下層調査の結

果、高まり部分においては通常の土層堆積を示していたのに対し、窪地部分に

おいては立川ローム層の上層が確認されませんでした。 

これらの調査を踏まえ、令和４年度は、中央窪地の南部と推定される箇所

と、これまで調査歴の無い史跡東端を調査することによって、中央窪地の様相

をさらに把握するとともに、山野貝塚の今後の保存活用に資する情報を得るこ

とを目的に発掘調査を実施します。 
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深河喬栄関係年表 資料１-2

表題（内容） 年代 差出人 受取人 備考
1764 1 38
1765 2 39
1766 3 40
1767 4 41

1768 5 42
52代猷栄死去
※吉田殿御免神道講師

1769 6 43

外記宣旨
（深河喬栄常陸介宣下）

明和7年2月28日
大外記兼掃部頭造酒主
中原朝臣師資

藤原喬栄
深河淳家文書
袖ヶ浦町教育委員会1988『袖ヶ浦町史料目録　補遺編』

藤原喬栄位記
（従五位下　叙位）

明和7年2月28日
式部大輔
左大弁　紀光 藤原朝臣喬栄

飽富神社
袖ヶ浦町教育委員会1988『袖ヶ浦町史料目録　補遺編』

外記宣旨
（従五位下宣下）　　　　　　　　<端裏書>

明和7年2月28日
蔵人頭左大弁
藤原紀光 藤原喬栄

深河淳家文書
袖ヶ浦町教育委員会1988『袖ヶ浦町史料目録　補遺編』

外記宣旨
（常陸介叙任）

明和7年2月28日
蔵人頭左弁
藤原紀光 藤原喬栄

深河淳家文書
袖ヶ浦町教育委員会1988『袖ヶ浦町史料目録　補遺編』

神道啓状
（従五位下常陸介勅許冥加至也）

明和7年3月5日
神祇管領長上
正三位　卜部朝臣

飽富神社
神主　藤原喬栄

深河淳家文書
袖ヶ浦町教育委員会1988『袖ヶ浦町史料目録　補遺編』

1771 8 45

1772
明和
安永

9
1

46 唯一神道初重口伝　護身神法 明和9年正月 深河常陸介藤原喬栄 花澤兩當丈
飽富神社
袖ヶ浦町教育委員会1988『袖ヶ浦町史料目録　補遺編』

1773 2 47
家用日記
（社例年中行事、神主系譜）

安永2年3月15日 飽富宮　神主
飽富神社
袖ヶ浦町教育委員会1988『袖ヶ浦町史料目録　補遺編』

1774 3 48
1775 4 49
1776 5 50
1777 6 51

1778 7 52 奉禱祀飽富宮武運繫栄祈所 安永7年正月
従五位下
深河常陸介藤原朝臣喬栄

深河家文書
袖ヶ浦町史編さん委員会1980『袖ヶ浦町史目録　長浦・根形地区編』

1779 8 53
1780 9 54

1781 安永
天明

10
1

55
差上申一礼之事
（舟仕立ニ際シ神社名拝借ノ御礼一礼）

天明元年6月

蔵波村
船主　長八
同　　 平助
親類　徳右衛門

飯富村神主
深河常陸介殿

深河家文書
袖ヶ浦町史編さん委員会1980『袖ヶ浦町史目録　長浦・根形地区編』

1782 2 56
1783 3 57
1784 4 58
1785 5 59
1786 6 60
1787 7 61

1788 8 62 差上申一礼之事（諸役御免除） 天明8年7月 深河常陸

御巡見　倉橋長右衛門様
　　　　　 三田権之助様
　　　　　 内藤平八郎様
　　　　　 御役人中

深河家文書
袖ヶ浦町史編さん委員会1980『袖ヶ浦町史目録　長浦・根形地区編』

1789
天明
寛政

9
1

63

1790 2 64
1791 3 65

1792 4 66 一日衣冠束帯神道裁許状 寛政4年4月3日
神祇管領長
卜部朝臣

飯富大明神
神主　藤原栄昌

深河淳家文書
袖ヶ浦町教育委員会1988『袖ヶ浦町史料目録　補遺編』

1793 5 67
1794 6 68
1795 7 69

1796 8 70 武蔵壱国相対勧化巡行帳 寛政8年6月
飯富村飯富神社
神主　深川市正

深河家文書
袖ヶ浦町史編さん委員会1980『袖ヶ浦町史目録　長浦・根形地区編』

1797 9 71

1798 10 72 （易覚書） 寛政10年11月 深河朝臣栄斉
深河家文書
袖ヶ浦町史編さん委員会1980『袖ヶ浦町史目録　長浦・根形地区編』

1799 11 73
1800 12 74

入置申一札之事
（行倒者殺害ノ訴訟取下ゲニ付）

享和元年3月20日
喜左衛門
同人　妻　しゅん

深河治部介殿

差入申一札之事
（居屋敷破損一件内済二付）

享和元年3月26日
相手　半九郎
証人　半右衛門

神主
深河治部介様

深河家関連文書

明和

西暦 元号 元号年
喬栄
年齢

関係事項

1801
寛政
享和

13
1

75 7月16日　喬栄死去
深河家文書
袖ヶ浦町史編さん委員会1980『袖ヶ浦町史目録　長浦・根形地区編』

1770 7 44

安永

天明

寛政

1



深河喬栄関係年表 資料１-2

表題（内容） 年代 差出人 受取人 備考
深河家関連文書

西暦 元号 元号年
喬栄
年齢

関係事項

1802 2
1803 3

1804
享和
文化

4
1

烏帽子狩衣神道裁許状 文化2年11月26日
神祇管領長
卜部朝臣良連

飽富神社
神主　藤原勝栄

深河淳家文書
袖ヶ浦町教育委員会1988『袖ヶ浦町史料目録　補遺編』

中臣祓 文化2年11月26日
神道管領
長上卜部朝臣良連

藤原勝栄
飽富神社
袖ヶ浦町教育委員会1988『袖ヶ浦町史料目録　補遺編』

1806 3
差入申一札之事
（田畑流地二付）

文化3年霜月
源蔵
世話人　祐斉
同　長左衛門

深川大和殿
深河家文書
袖ヶ浦町史編さん委員会1980『袖ヶ浦町史目録　長浦・根形地区編』

1807 4
1808 5
1809 6

差入申一札之事
（藤右衛門方家内破損一件議定請書）

文化7年2月

飯富村
当人百姓　藤右衛門
差添人同人　五人組
弥次右衛門

同村神主
深川大和様
百姓　□□左衛門殿

議定証文之事
（藤右衛門方家内破損一件内済請書）

文化7年2月
飯富村
扱人神主　深川大和
同百姓　□□左衛門

同村百姓
藤右衛門殿

1811 8

1812 9 唯一神道初重口伝　護身神法 文化9年正月 深河大和守勝栄
飽富神社
袖ヶ浦町教育委員会1988『袖ヶ浦町史料目録　補遺編』

1813 10
1814 11
1815 12
1816 13
1817 14

1818
文化
文政

15
1

1819 2
1820 3
1821 4
1822 5
1823 6
1824 7

1825 8 唯一神道初重口伝　護身神法 文政8年正月 深河大和守勝栄
飽富神社
袖ヶ浦町教育委員会1988『袖ヶ浦町史料目録　補遺編』

1826 9

『唯一社頭年中行事』最後の
表記
文政九戌年
要人霊神　大和正長二男ナリ
正月十二日　行年十二歳

七福神 不明
飽富祭
従五位下　益見翁拝書

（神道系図） 不明
南総飽富宮司
深河喬栄謹選

深河家文書
袖ヶ浦町史編さん委員会1980『袖ヶ浦町史目録　長浦・根形地区編』

1805 2

深河家文書
袖ヶ浦町史編さん委員会1980『袖ヶ浦町史目録　長浦・根形地区編』

1810 7
文化

文政

享和

不明

2



資
料
一
―
三 

飽
富
神
社
年
中
行
事
概
略 

                                         

六
月 

五
月 

四
月 

三
月 

二
月 

一
月 

時
期 

初
午 

五
日 

一
日 

十
五
日 

 

七
日 

初
午 

十
四
日 

 

～ 

十
五
日 

十
一
日 

七
日 

初
午 

元
旦 

 

～ 

三
日 

神
輿
渡
御 

 

御
田
植
の
神
事 

交

會

之

神

事

（
衣
交
ノ
神
事
） 

ひ
や
り
の
神
事

(

春
き
と
う) 

疱
瘡
神
の
神
事 

初
午
の
神
事 

筒
粥
神
事 

御
蔵
開
御
神
事 

的
之
神
事 

(

や
ぶ
さ
め
の
神
事) 

鍬
入
之
神
事 

 
名
称 

前
日
に
御
輿
洗
い
あ
り
、 

当
日
、
神
納
神
楽
奉
納
後
、
御
輿
渡
御
し
、
御
手
洗

井
に
て
お
浜
降
り
す
る 

粽
の
矛
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
役
所
よ
り
届
け
ら
れ
、

神
前
に
奉
る
。 

葦
苗
を
早
乙
女
役
の
女
子
が
参
拝
者
に
放
り
投
げ

る 男
神
の
矛
、
女
神
の
矛
と
称
し
て
榊
の
木
二
本
に
お

し
め
を
つ
け
、
長
さ
三
尺
ば
か
り
の
細
い
竹
の
先
へ

結
び
付
け
、
神
前
の
壇
の
両
方
へ
立
て
掛
け
る
。 

馬
場
、
東
、
ふ
の
ふ
ど
（
フ
ノ
ド
）
の
各
戸
に
お
札

を
配
布
す
る
。 

前
日
に
作
っ
た
赤
い
紙
の
幣
、
し
め
縄
、
赤
い
紙
の

し
め
四
た
れ
を
小
豆
飯
と
共
に
早
朝
に
供
え
る
。 

境
内
西
の
方
、
東
よ
り
一
番
目
の
宮
、
稲
荷
大
明
神

に
、
し
ど
き
（
米
粉
で
作
っ
た
楕
円
形
の
餅
）
十
二

枚
を
笹
に
乗
せ
て
奉
げ
る
。 

束
ね
た
葦
筒
を
粥
で
煮
て
、
粥
の
入
り
具
合
で
作
物

の
出
来
を
占
う
。 

神
輿
蔵
を
開
き
、
赤
飯
・
お
神
酒
を
供
え
、
祝
詞
を

奏
上
す
る
。 

的
を
弓
矢
で
射
貫
き
、
当
た
っ
た
箇
所
で
そ
の
年
の

天
候
を
占
う
。 

青
木
の
葉
の
中
へ
米
を
五
粒
ず
つ
柏
の
木
の
枝
の

中
程
に
、
ワ
ラ
し
べ
で
結
い
つ
け
、
七
本
作
っ
て
奉

納
す
る
。 

大
晦
日
よ
り
勤
め
、
祝
詞
を
奏
上
し
、
三
が
日
の
間
、

朝
晩
に
行
法
を
勤
め
る
。 

概
略
（
唯
一
社
頭
年
中
行
事
記
載
内
容
） 

七
月
十
五
日
付
近
、
宮
薙 

二
十
三
日
御
輿
化
粧 

二
十
四
日
例
祭 

お
浜
降
り
は
昭
和
七
年

ま
で 

実
施
せ
ず 

四
月
第
一
日
曜
実
施 

実
施
せ
ず 

実
施
せ
ず 

実
施
せ
ず 

実
施
せ
ず 

千
葉
県
指
定
無
形
民
俗

文
化
財 

十
一
日
実
施
。
祝
詞
は
な

い
。 

昭
和
初
期
か
ら
中
断 

実
施
せ
ず 

元
旦
は
神
主
を
呼
ぶ
。
三

が
日
は
神
社
役
員
が
参

拝
者
の
お
払
い
等
行
う 

現
況 

  



 

  

十
二
月 

 

十
一
月 

十
月 

九
月 

八
月 

時
期 

立
春 

二
十
八
日 

十
三
日 

十
五
日 

初
午 

一
日 

十
五
日 

三
十
日 

十
三
日 

 

九
日 

一
日 

立
春
御
祈
祷 

御
か
ざ
り
御
神
前 

御
す
す
は
ら
ひ
の

神
事 

子
共
社
参 

五
こ
く
成
就
の
祭 

御
下
り
之
神
事 

御
留
主
行
事 

御
の
ぼ
り
の
神
事 

初
米
の
神
事 

な
り
も
の
お
さ
め

の
神
事 

鎮
守
祭 

（
い
な
り
祭
） 

（

重

陽

の

節

供

か
？
） 

八
朔
の
神
事 

名
称 

柊
を
さ
し
、
大
豆
を
宮
か
ら
初
め
て
、
神
主
宅

ま
で
順
次
に
撒
く
。 

竹
五
本
に
、
榊
・
モ
ミ
も
し
く
は
樫
の
木
を
八

本
束
ね
て
整
え
る
。
一
束
に
七
十
五
本
の
お
飾

り
ま
き
を
付
け
る
。
飽
富
神
社
は
松
を
嫌
う
た

め
、
松
は
用
い
な
い
。 

本
殿
の
戸
を
開
い
て
笹
を
入
れ
、
御
座
を
清
め

祝
詞
を
奏
上
す
る
。
本
殿
、
幣
殿
、
拝
殿
の
順

に
清
め
、
お
膳
を
供
え
る
。 

大
ぬ
さ
を
い
た
だ
き
、
成
人
を
祈
る
。 

今
年
の
稲
穂
を
以
て
上
下
四
方
に
振
回
し
、
来

年
の
五
穀
成
就
を
祈
る
。 

出
雲
か
ら
の
出
迎
え
神
事
を
行
う
。 

午
の
刻
に
祝
詞
奏
上
す
る
。 

神
主
か
ら
柳
葉
餅
七
十
五
枚
、
三
郎
右
衛
門
か

ら
お
供
え
を
奉
納
し
、
祝
詞
奏
上
す
る
。 

午
の
刻
に
神
楽
を
奉
納
、
祝
詞
奏
上
す
る
。 

九
月
初
め
か
ら
十
九
日
ま
で
、
氏
子
の
各
家
の

鎮
守
祭
を
行
う
。
古
い
お
札
を
出
さ
せ
、
新
し

い
も
の
と
取
り
換
え
る
。 

神
前
神
楽
行
事 

冨
納
土(

フ
ノ
ド)

徳
平
よ
り
神
酒
、
赤
飯
、
甘

酒
が
奉
納
さ
れ
る
。 

概
略
（
唯
一
社
頭
年
中
行
事
記
載
内
容
） 

節
分
祭
と
し
て
実
施 

神
主
も
呼
ぶ
。 

こ
の
よ
う
な
お
飾
り
は

置
か
な
い
が
、
竹
の
飾

り
を
置
く
家
は
数
軒
あ

る
。 

十
二
月
の
都
合
の
良
い

日
に
実
施
。
お
供
え
は

せ
ず
。 

七
五
三
は
十
月
、
区
に

子
ど
も
が
い
れ
ば
実
施 

実
施
せ
ず 

十
二
月
一
日 

祝
詞
奏
上
し
、
直
会 

実
施
せ
ず 

十
月
三
十
一
日 

祝
詞
奏
上
し
、
直
会 

実
施
せ
ず 

十
一
月
二
～
三
日 

稲
荷
祭
り
と
し
て
、
札

は
販
売
す
る 

実
施
せ
ず 

風
祭
り
を
実
施 

八
月
最
後
の
日
曜
日 

神
社
・
区
役
員
で
神
事

を
行
う
。 

現
況 
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像名：千手観音菩薩立像 1体 報告書№32-7 
所在地：袖ケ浦市三箇 2010 光福寺 ℡ 0438-74-8181 

住職名：佐藤 照方 師  指定等：無し 

年代：平安時代後期 作者：不明  

材質：木造 古色 彫眼 伝来：本堂右脇壇に安置。岩崎寺より移座されたと

される。 

銘文等：台座裏に昭和 19年の修理銘。 構造： 一木造 

実査：濱名、久保、京極、高橋 調査日：令和 4年 7月 20日 

像高：145.7 髪際高：127.8 

耳張：16.8 面長：14.0 

面幅：14.4 面奥：20.5 

胸奥：18.0（中央） 腹奥：24.1 

肘張：43.2（真手）62.6（最大張） 裾張：32.1 

 

備考・所見 
形状 

頭に宝髻（比較的低い垂髻）を結う。天冠台（列弁文）彫出。天冠台上に頭上面を一列に現す（四

面現存、加えて枘穴が六個遺る）天冠前飾（簪、冠繒付き）を着用する。天冠台下地髪は疎らに毛筋

を彫る。白毫相を現す。面部温顔。耳朶環状。首に三道相を現す。 

胸飾を装着。上半身には条帛を掛け回し、肩より天衣を掛ける。天衣は左右肘の内側を通り、膝前

に上下二段に掛かる。真手は鳩尾高で合掌（合掌手）、第二手は真手の臂より分かれ、正面下腹部で掌

を重ね、持物（宝鉢）を執る（宝鉢手）。第三手は両腕上腕部より出て臂を曲げ、掌を挙げて持物を執

る（左持物亡失・右蓮華）。真手・第二手は腕釧、第三手は腕釧、臂釧を着用。下半身には裙を着用。

裙は左を前に中央で合わせ、上端を一段折り返す。裸足で台座上に直立する。台座は返花・仰蓮より

なる。光背は円光背。 

品質・構造 

頭体幹部を竪一材（材不明檜ヵ）より彫出、内刳は無いものと思われる。上半身背面に別材（横三

材ヵ）を矧ぎ寄せる（後補、当初の上半身背面は脇手が付随していたものと思われる）。真手・第二手

は本体と同材より彫成。真手は手首先のみ別材製。第二手は前端を別材製とする。第三手は別材製で、

左右とも臂先、手首先はさらに別材製と思われる。装身具は金銅製、瓔珞にはビーズを交える。下半

身は背面に竪二材（杉材）を矧ぎ寄せている。前面は膝下に複数材（五材ヵ）を寄せていて、足もそ

の材より彫成している。両足先、両足枘別材製。本体は全体に麻布貼りし、古色塗りとしている。台

座・光背は寄木造。 

状態 

欠失部：白毫珠、脇手、頭上面六面（さらに頂上仏面一面も失っているものと思われる）、脇手、天

衣遊離部。 

後補部：頭上面四面、鼻先、両耳朶、装身具、体幹部背面、真手手首先、第二手前端、第三手、下

半身下端前面、両足、両足枘。麻布貼り、古色塗り。台座・光背。 

備考と考察 

かつて岩崎寺の持仏であったと伝えられる。『袖ヶ浦市の仏像・仏具』では不空羂索観音立像とさ

れているが、頭上面を十（あるいは十一）持つこと、さらに第二手が宝鉢手となることから、千手

観音像が脇手を失ったものと見なすことができる（なお、岩崎寺の『什物改帳』（文政 6年 1859）

では当像は「本尊十一面観音像」と記されている）。一木造で内刳を持たない古様な構造、衣文線の

浅く温雅な彫法から、作期は平安時代後期と考えられる。比較的厚みのある体躯、彫の深い目鼻立

ちは古様だが、これは上総の平安時代後期の仏像には多く見られる特徴である。 

岩崎寺は三箇に所在した光福寺の門徒寺であり、昭和 30年 4月に光福寺に合併されたとされる。

台座天板裏の墨書銘は昭和 19年 12月 8日のもので修理銘であるが、像前面下端や足、台座光背の

補作はこの時のことと思われる。修復事業の主催者は岩崎寺第 64世の寛舜師で、仏師は「浅草 真

野辰三郎」が起用されている。当時の光福寺の住職は 55世の義寛師と思われ、「寛」字を通字とし

た同じ法系の僧と推定される。その際、岩崎寺の方が世代数が多いことは注目すべきである。 

県内の平安期千手観音像は少なく、私見の及ぶ限りでは、いすみ市善応寺、南房総市真野寺、館

山市那古寺、木更津市間暗寺に所在するのみであり、間暗寺像以外は県・市の指定文化財となって
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いる。善応寺像（県指定）は像高 160.5㎝、真野寺像（県指定）は同 172.5㎝で当像よりは一回り

大きいが、頭体幹部を一木より彫成し、内刳も持たない構造など共通点は少なく無い。那古寺像

（市指定）は像高 149.0㎝と当像とほぼ同規模である。一木造だが粗く内刳った後、背面に別材を

矧ぎ寄せるとされるもので、構造は比較的当像に近い。一方、間暗寺像は像高 111.3㎝、当像と同じ

榧材の一木造だが、割首を行い、さらに後頭部を割って内刳を施すなどやや手の込んだ構造となっ

ているが、それは後世の仕業の可能性もある。当像はこれらと比較して同程度には当初部分を残し

ている。 
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千手観音菩薩立像（光福 01）正面 
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千手観音菩薩立像（光福 01）右斜 
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千手観音菩薩立像（光福 01）左斜 
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 千手観音菩薩立像（光福 01）右側面 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
千手観音菩薩立像（光福 01）左側面 
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千手観音菩薩立像（光福 01）左側面 

千手観音菩薩立像（光福 01）背面 
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千手観音菩薩立像（光福 01）背面 

千手観音菩薩立像（光福 01）底 

千手観音菩薩立像（光福 01）頭頂 
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千手観音菩薩立像（光福 01）頭部正面 
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千手観音菩薩立像（光福 01）頭部右斜 
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千手観音菩薩立像（光福 01）頭部左斜 
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千手観音菩薩立像（光福 01）頭部左側面 
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千手観音菩薩立像（光福 01）頭部右側面 
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千手観音菩薩立像（光福 01）頭部左斜後 
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千手観音菩薩立像（光福 01）頭部右斜後 



17 

 

 

千手観音菩薩立像（光福 01）頭部背面 
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像名： 光福 0２ 妙見菩薩立像 1軀 報告書№32-6 
所在地：袖ケ浦市三箇 2010 光福寺 ℡ 0438-74-8181 

住職名：佐藤 照方 師  指定等：無し 

年代：南北朝時代 作者：不明  

材質：木造 彩色 彫眼 伝来：本堂右脇壇に安置。 

銘文等：左足枘に墨書銘。 構造： 一木造 

実査：濱名、久保、京極、高橋 調査日：令和 4年 7月 20日 

像高：39.2 髪際高： 

耳張：6.3 面長：5.9 

面幅：5.3 面奥：7.8 

胸奥：8.6 腹奥：9.7 

肘張：  裾張：14.1 

足枘出：左 2.5 右 2.6 像底からの刳上：3.0 

 

 

備考・所見 
形状 

頭髪は中央で分け後ろに流す披髪（背後は背中の中程まで）。白毫相を現さない。眉根を寄せ、目尻

を吊上げる。口は軽く閉じる。耳朶不貫。首に三道相を現さない。 

皮鎧（襟甲、肩甲、胸甲、表甲、下甲、背甲、前盾、脚甲）を着用、鳩尾高と腹高に帯を巻いて緊

縛。上の帯は中央に吊り紐を持つ、左右は斜めに下がって両脇で腰帯と一体化する。腹帯には獅噛を

現す。上半身皮鎧の下の着衣不明。天衣を腰帯に絡める。下半身には袴と裙を着用。袴は膝下で足結

する。沓を履く。両手亡失のため印相不明。左足をわずかに前に出して立つ。 

品質・構造 

頭体幹部を竪一材（檜材）より両足枘まで彫出、内刳は無い。両肩先別材製、雇枘（丸枘）にて接

合する。彩色仕上。 

状態 

欠失部：両肩先、右足先内側（足枘も一部欠失）。左目上に虫食い穴が見られる。台座・光背亡失。 

後補部：表面彩色。 

備考と考察 

『袖ヶ浦市の仏像・仏具』では天部立像とされているが、革鎧を着用し頭髪を披髪とすることか

ら妙見菩薩像と見なすことができる。その上、古記録によれば、当寺には門徒寺として三箇字荒久

に妙見寺があり、さらに境内にも妙見堂（宮）が所在し、現在でも寺紋を九曜文とするなど妙見信

仰が所在したことは明らかである。 

檜の良材が用いられ、横に張り出した裙先端まで一材から彫成するなど贅沢な木取がされてい

る。胸甲の菊座形の飾りや獅噛、脚部の足結なども丁寧に鏤刻される入念の制作である。面貌にも

精彩がある。体躯にはたっぷりした厚みがあり、正面観でやや寸胴な印象もあるが、側面観では抑

揚もあり、全体のバランスは取れている。頭部がやや過大なのは千葉氏の伝承で妙見菩薩が 12～3

才の童子として示現したことを受けたものと考えられる。古様な一木造りとし、目を彫眼としたの

も神像を意識した可能性がある。裙の処理にやや煩瑣なところが見られることから、作期は 14世紀

頃と推定することができる。 

当寺には現在もう一体の妙見菩薩立像（以下光福 03）が伝来していて、この二体がどのような関

係であるかは不明であるが、光福 03が像高 27.9㎝と小像であることから、こちらが当寺境内の妙

見堂（宮）に安置され、当像は妙見寺の本尊であったと見なすのが穏当であろうか。 

左足枘外側の墨書銘は「泰心不
カ

□」と読める。造像時の銘と思われるが意味不明である。 

鎌倉時代後期、小櫃川中流域を横田氏など千葉氏化した角田氏一族が支配したことは先学の指摘

するところで（野口実「中世東国武家社会における苗字の継承と再生産」『鎌倉』83号）、『袖ヶ浦市

史』によると市内にはかつて妙見信仰に関連した社寺が 15ヵ所所在したことが判明している。これ

らの全てが中世に遡る創建か否かは判然としないが、当像などはそうした中世の妙見信仰の遺産と

見なすことができる。 
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袖ヶ浦市内の妙見信仰関係社寺（含む廃寺） 

№ 社寺名 
現主祭

神 
祭神像 所在地 備考 

1 神明神社 
天御中

主命 
  

今 井

2157 
  

2 大竹神社 
天御中

主命 
  大竹 496 

明応 2 年の棟札より、日蓮宗本泰寺に属したことが分か

る。明応 2（1493）年建立の妙見社であったとの伝承有り。 

3 横田神社 
伊邪那

美命 
  

横 田

2470 

横田妙見と通称される妙見社、千葉秀胤創建との伝承有

り。 

4 台神社 
天御中

主命 
妙見木像 上泉 822   

5 阿部神社 
天御中

主命 

石造妙見菩

薩像 
阿部 19 

写真有り、延宝六年造像。別当真言宗寺清浄院。真里谷武

田氏の家臣阿部重常勧請の伝承あり。 

6 御中主神社 
大巳貴

命 

妙見神像が

ご神体とし

て祀られて

いる。 

三 ツ 作

1843 
  

7 大和田神社 
天御中

主命 

妙見神と考

えられる亀

に乗った神

像 

上泉 542 宝永元（1704）年創建とされる。 

8 宮田神社 
天御中

主命 

亀の背に乗

る木製神像 

下 宮 田

93 

妙見宮、阿部村清浄院の支配を受けた。宝永 6（1709）年

創建と伝えられる。 

9 野里神社 
天御中

主命 

二匹の亀の

上に立つ妙

見像 

野里 742 文和年中（1352～56）鋳造の鰐口がかつて所在。 

10 光福寺     三箇 真言宗、境内に妙見宮、稲荷社を祀っていた。 

11 妙見寺     三箇 光福寺末門徒寺 

12 玉蔵院     三ツ作 真言宗延命寺末、妙見社、八幡社、大宮大明神を支配。 

13 常福院     上泉 真言宗延命寺末、妙見社別当。 

14 光明寺     川原井 
真言宗光福寺末、山号は妙見山、天暦元（947）年創建、

文亀元（1501）年再興。 

15 妙見寺     野里 真言宗延命寺末、本尊薬師。明治に廃寺となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

妙見菩薩立像（光福 02）正面 
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 妙見菩薩立像（光福 02）右斜 
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妙見菩薩立像（光福 02）左斜 
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妙見菩薩立像（光福 02）右側面 
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 妙見菩薩立像（光福 02）左側面 
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妙見菩薩立像（光福 02）背面 
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妙見菩薩立像（光福 02）頭頂 

妙見菩薩立像（光福 02）底 
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妙見菩薩立像（光福 02）頭部左斜 

妙見菩薩立像（光福 02）頭部正面 
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妙見菩薩立像（光福 02）頭部左斜 
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妙見菩薩立像（光福 02）頭部右斜 
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妙見菩薩立像（光福 02）頭部右側面 
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妙見菩薩立像（光福 02）頭部左側面 
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妙見菩薩立像（光福 02）頭部背面 
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像名： 光福 03 妙見菩薩立像小 1軀 報告書№32-6 
所在地：袖ケ浦市三箇 2010 光福寺 ℡ 0438-74-8181 

住職名：佐藤 照方 師  指定等：無し 

年代：江戸時代ヵ 作者：不明  

材質：木造 彩色 彫眼 伝来：本堂右脇壇に安置。 

銘文等：無し。 構造： 一木造 

実査：濱名、久保、京極、高橋 調査日：令和 4年 7月 20日 

像高：27.9 髪際高：27.1 

耳張： 面長：5.2 

面幅：4.5 面奥：5.5 

胸奥：4.7 腹奥：5.2 

肘張：  裾張：11.4 

 

備考・所見 
形状 

頭髪は中央で分け両脇で結ぶ美豆良。白毫相を現さない。丸顔、目は切れ長、口は閉じる。首に三道

相を現さない。 

皮鎧（襟甲、肩甲、胸甲、表甲、下甲、背甲、前盾）を着用、鳩尾高と腹高に帯を巻いて緊縛。上の

帯は中央に吊り紐を持つ、左右は斜めに下がって両脇で腰帯と一体化する。腹帯には獅噛を現す。皮鎧

の下上半身の着衣不明。天衣を腰帯に絡める。下半身には袴と裙を着用。袴は膝下で足結する。大略服

制は光福 02 と一致している。左肩先亡失。右腕は前出して持物（亡失）を執る勢い。両足を揃えて立

つ。光背は輪宝光背。 

品質・構造 

頭体幹部を竪一材（材不明）より両足まで彫出、内刳は無い。足枘は雇枘とする。左肩先亡失。右肩

先は肘まで本体と同一材から彫成、一度割ってから細部を彫成し矧ぎ付けている。右肘先別材製。光背

は一材製で背中に釘で打ち付ける。彩色仕上。 

状態 

欠失部：両美豆良、左肩先、両足先。台座亡失。 

後補部：右肘先、光背。左膝上に後補の当木有り。彩色も後補ヵ。 

備考と考察 

『袖ヶ浦市の仏像・仏具』では広目天とされているが妙見菩薩像と考えられる。 

光福 02に較べて全体に鷹揚な造りとなっている。像容は光福 02と大略一致するが、頭髪を美豆良

とする点が異なる。千葉妙見の別当寺北斗山金剛授寺の縁起である『千葉妙見大縁起絵巻』では妙見菩

薩の示現の像容として「びんずら結ひける童子」としており、また、かつて伊勢国岡本宮に伝来した妙

見像（院命作 正安三年・1301）は美豆良を結う姿となっている。披髪も美豆良も童子であることを現

す要素として採用されたものと考えられ、美豆良の妙見像があって不思議はないが、千葉県内の中世制

作の妙見像は全てが披髪像であることから、当像は江戸期に降っての造像とみるのが穏当だろう。 

妙見信仰に関する考察は光福 02に同じ。 
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 妙見菩薩立像（光福 03）正面 
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妙見菩薩立像（光福 03）右斜 
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妙見菩薩立像（光福 03）左斜 
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妙見菩薩立像（光福 03）右側面 
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 妙見菩薩立像（光福 03）左側面 
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妙見菩薩立像（光福 03）背面 
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妙見菩薩立像（光福 03）頭頂 

妙見菩薩立像（光福 03）底 
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袖
ケ
浦
市
指
定
文
化
財
第
二
十
六
号 

―
記
念
物 

史
跡
― 

松 し
ょ
う 

見 け
ん 

寺 じ 

虚 こ 

無 む 

僧 そ
う 

墓 ぼ 

碑 ひ 

所 

在 

地 

袖
ケ
浦
市
三
黒
字
定
西
大
縄
四
一
七 

吾
妻
神
社 

管 

理 

者 

御 

鉾 

神 

社 
指
定
年
月
日 

平
成
十
四
年
二
月
六
日 

こ
の
場
所
に
あ
っ
た
松
見
寺
は
、
虚
無
僧
寺
と
し
て
有
名
な
一
月
寺

（
松
戸
市
小
金
）
の
末
寺
で
、
江
戸
時
代
前
期
の
寛
永
年
間
（
一
六
二
四

～
一
六
四
四
年
）
に
創
建
さ
れ
、
明
治
元
（
一
八
六
八
）
年
の
戊
辰
戦
争

の
際
に
焼
失
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

虚
無
僧
は
、
普
化
宗
（
禅
宗
の
一
派
）
に
属
す
る
有
髪
の
僧
で
、
天
蓋

と
呼
ば
れ
る
深
編
み
笠
を
か
ぶ
り
、
首
に
袈
裟
を
か
け
て
尺
八
を
吹
き
、

諸
国
を
托
鉢
し
て
修
行
し
ま
し
た
。 

こ
の
三
基
の
墓
碑
に
は
、
江
戸
時
代
の
承
応
四
（
一
六
五
五
）
年
か
ら

文
政
四
（
一
八
二
一
）
年
ま
で
の
間
に
死
亡
し
た
五
人
の
虚
無
僧
の
名
が

刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
虚
無
僧
の
墓
碑
は
、
全
国
的
に
数
少
な
い
虚
無
僧
寺

が
袖
ケ
浦
に
所
在
し
た
こ
と
を
示
す
貴
重
な
歴
史
資
料
に
な
り
ま
す
。 

令
和
〓
年
〓
月 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

袖
ケ
浦
市
教
育
委
員
会 

        

み
く
ろ
あ
ざ
じ
ょ
う
ざ
い
お
お
な
わ 

あ 

づ
ま 

※単色写真 

こ 

が
ね 

ま
つ 

じ 

い
ち
げ
つ 

じ 

 

か
ん
え
い 

ふ 

け 

し
ゅ
う 

ぜ
ん
し
ゅ
う 

う 

は
つ 

て
ん
が
い 

け 
さ 

し
ゃ
く
は
ち 

た
く
は
つ 

じ
ょ
う
お
う 

ぶ
ん
せ
い 

 松見寺虚無僧墓碑 

①・安迦海心和尚
おしょう

 承応４年(1655年)４月15日没 

・三廣露月和尚 天
てん

和
な

元年(1681年)12月１日没 

・本空一無和尚 元
げん

禄
ろく

４年(1691年)９月９日没 

 

②戒雲盛光首座品位
※し ゅ そ ほ ん い

 享保
きょうほう

17年(1732年)５月13日没 

 

③靖然政甫和尚品位 文政４年(1821年)３月27日没 

          (松見寺の住職) 

※首座は修行僧の中で第一位を勤める者、品位は僧

侶の位階。 

ぼ 

し
ん 

修正案 
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貝層堆積範囲

凡　　　　例

貝層散布範囲

第１次調査（Ｓ48)

第２次調査（Ｈ４）

第３次調査（Ｈ23）

第４･５次調査（Ｈ24）

第６次調査（Ｈ25）

第７次調査（Ｈ26）

既指定範囲
未指定範囲

※10・12Ｔの白抜き部分

０ 100ｍ

25T

24T

26T

27T
28T

4T

8T

10T

11T

7T

29T～32T

1T
3T

2T

5T

9T

12T

13T

14T

15T

16T

17T

20T

19T

18T

22T
23T

21T

33T

34T

35T
36T

37T

38T

山野貝塚調査箇所

第８次調査（Ｒ２）

第９次調査（Ｒ３）

第９次調査再掘削（Ｒ３）

第９次深堀調査（Ｒ３）

第10次（Ｒ４）調査予定箇所

(１：2000)

40T

41T

42T

39T

1ｍ×25ｍ
R4調査希望範囲①

1ｍ×8ｍ
R4調査希望範囲②

貝層堆積範囲

凡　　　　例

貝層散布範囲

令和４年度調査希望範囲

既指定範囲

令和２年度調査トレンチ

令和３年度調査トレンチ

令和４年度調査予定箇所

令和３年度深堀トレンチ

令和３年度再掘削トレンチ

1.5ｍ×28ｍ

R4調査範囲②

R4調査範囲①

43T

tanakadaisuke
タイプライターテキスト
資料５

tanakadaisuke
長方形


